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ヤングケアラー
ヤングケアラーとは、本来大人が担うとされているような家事や家族の世話などを
日常的に行っている18歳未満の子どもが一般的にヤングケアラーとされています。
年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことが、学校生活や社会生
活等に影響が生じることが懸念されています。

子育て世帯訪問支援事業
大和郡山市では、令和 5年 6月 1日より「大和郡山市子育て世帯訪問支援事業」を
実施しています。
支援が必要であるにもかかわらず、今までの制度では対象とならない、制度の狭間
にある方を支援するための事業です。
訪問支援員が、家事・育児等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤ
ングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴すると
ともに、家事・育児等の支援を実施します。下記までお気軽にご相談ください。

子育ち支援課 相談・見守り係
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